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はあるものの、我が国にとって参考になる点が多い。

そこで、本稿では、まず、競争力の一つの表れとして

の国際ランキングの動向をもとに、シンガポールが自国

の競争力の評価について何を意識しているかを分析す

る。次に、シンガポールの競争力について論じた数多く

の先行文献を参考にしつつ、この小国が過去50年でど

のような政策によって強みを伸ばし弱みを克服してきた

のかについて整理を試みる。最後に、競争力を身につ

けたシンガポールとの今後の付き合い方について私見

を述べたい。

なお、本稿の内容は全て筆者自身の観点に基づくも

ので、在シンガポール日本国大使館の意見を代表する

ものではない。

2 .  シンガポールの意 識するもの

正確な比較調査をしたわけではないが、当地の主要

日刊紙を眺めると、日本よりも国際ランキングの報道に

接する機会が多い印象を受ける。単に日本が国際ラン

キングで上位を獲得する機会が少ないからなのかもし

れないが、例えば外資誘致を担当する経済開発庁（ＥＤ

Ｂ）の公式サイトでも各種ランキングの順位を分野ごとに

詳しく紹介する等、政府自身も自国のアピールにランキ

ングを利用していることは事実であり、自国の国際的な

地位は強く意識していることが伺える。

(1)シンガポールにおける国際ランキングの報道ぶり

本稿では一つの試みとして、一定期間内の当地報

道で取り上げられた国際ランキングをまとめることで、シ

ンガポールが自国の足下の国際的地位の変動につい

てどのような関心を持っているのかを調べてみることとし

た。国際ランキングは様々な種類があり、類似したもので

1.  はじめに

筆者はわずか2年余りのシンガポール駐在歴である

が、この間、多くの日系企業の方々からの「統括拠点を

当地に移した」「新たに駐在事務所を構えた」といったご

報告に接する機会を得た。「都市の競争力」という概念

が政策や研究の対象となって久しいが、それを、国内

外の企業や投資家、観光客をその都市に惹きつけ集め

る力、いわば磁石の引力のようなものと仮に定義した場

合、シンガポールの都市競争力は相当なレベルに達し

ていると感じる。

一方で、シンガポールは自らの地位を常時安泰と見

ているわけではなく、連日のように当地の新聞が様々な

国際ランキングの順位を報じる様からすると、自国のグロー

バルなポジショニング、ブランディングの浮沈をいつも気

にしているようにも見える。

建国後半世紀を経てヒト・モノ・カネが集まる東南アジ

アの経済的ハブとなった小国シンガポールは先頃、国

民の精神的にも強力な支えとなっていた不世出の政治

リーダーを失った。新しい世代に名実ともに国の命運が

託された現在、国内外の政治・経済状況の急激な変化

の中で、今後もその国際的な競争力を維持し続けられ

るかどうか、国としての大きな岐路に差し掛かっていると

言えるのではないか。

他方、我が国でも、国全体の経済再生において都市

の競争力強化は重要課題の一つであり、安倍政権の成

長戦略「日本再興戦略」にも位置づけられている。筆者

の出身元である国土交通省でも、本年３月より「大都市

戦略検討委員会」が設置され、我が国の大都市の国際

競争力を高める施策の本格的な検討が進んでいる。シ

ンガポールが取り組んで来た競争力強化の経験は、置

かれた政治・経済的な文脈の違いに十分留意する必要

特　集

シンガポールの都市競 争力
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Minis tr y 	of 	Foreign	Af fairs 	of 	Japan
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⑤外国人観光客からの自国の人気度：企業だけで

なく観光客に選ばれる都市であるかどうかを意識してい

る。トランジット客が集まる都市として空港に対する評価

も重視している。

この他、都市競争力の定義からはやや逸れたものと

して、以下のような点も意識されている。

⑥自国企業の国際的な評価：外資企業の誘致のみ

ならず、過去50年で育って来た自国企業の世界的な競

争力、ブランディングにも意識が及んでいることがうかが

える。一方で、自国企業における女性取締役の少なさも

繰り返し指摘されている点は興味深い。

⑦自国民の生活：徐々に自国民の生活満足度（well-

being）や幸福度（happiness）の国際的水準にも目が向き

始めており、外からの評価だけでなく、内からの評価も

視野に入れつつある点は新たなトレンドとして注目に値

しよう。

また、これらのランキングにおいて、シンガポールは

決して常に首位の座にあるわけではなく、順位が低い項

目や順位が下がった項目も多い。総じて、企業の事業

環境としては世界トップクラスだが、それ以外の面では

東南アジアのトップというべきで、その地位も安泰ではな

いと理解するのがシンガポールの実像により近いと思わ

れる。さらに、経済の自由度、政府の開放度などでシン

ガポールは高い評価を得ているものの、メディアの自由

度では極めて低い評価となっている点を指摘しておきた

い。

さらに、当地報道を追う限り、地理的条件、規模、産

業等で類似している香港を競争相手として意識している

こともうかがえる。実際、両都市は法人税率などの企業

誘致のほか、空港等のインフラ投資の面でも類似した政

策展開をして競い合っている。

以上の事実は決して目新しいものではないにしろ、

小国であるシンガポールが常に自国の立ち位置と、他

者による評価を通じた自らの弱点を見定めながら、より

高い地位を目指そうという意識がよく表れていると言える

だろう。

も対象、評価項目、重み付けなどの点でそれぞれ異な

り、ランキングだけで都市の競争力を断じることは必ずし

も妥当ではないが、報道ぶりを追うことで、外からの自国

の見られ方についてシンガポールが注視している点を

大まかに掴むことができるのではないかと考えた。本稿

末尾の付表（p9〜10）は、全ての記事を網羅的に拾い上

げられたわけではないが、2015年1〜6月の当地紙で報

じられた主な国際ランキングを新着順にまとめたもので

あるので、ご覧頂きたい。

さらに、この表には掲載していないが、上記以前の時

期では以下のようなランキング結果が主だったものとして

挙げられる。

・世界銀行の「Doing　Business　2014（ビジネス環

境の現状）」で9年連続で世界1位（2014年10月30日

付、Straits Times）

・世界経済フォーラムの「Global　Competitiveness 

Report（国際競争力レポート）」で4年連続で世界2位

（2014年9月4日付、Straits Times）

・国際団体連合（UIA）の国際会議開催件数ランキン

グで国別で3年連続世界1位、都市別でも７年連続で世

界１位（2014年6月27日付、Today）。

(2)分析

この表からシンガポールが自国の評価について意識

している要素は、おおよそ次のように分類することができ

る。これらはおおむね前述の「都市競争力」の定義に沿

ったものと言える。

①企業の事業環境：具体的には事業や投資のしや

すさ、企業の立地コスト（オフィス賃料、人件費）、外国人

駐在員にとっての生活の質やコストといった要素に対す

る評価である。

②インフラ：これは事業環境の一要素でもあるが、とり

わけ、空港、港湾、ＩＴといった企業活動を支えるインフラ

の質の高さを重視している。

③自国の教育レベル：海外からの優秀な研究者や人

材を呼び込むとともに、自国人材の質の高さを裏付ける

一つの材料にもなるため、高等教育機関の国際的地位

は重要なベンチマークとなっている。

④富裕層の動向：都市の資本力と金融センターとし

ての地位を高めるうえで、富裕層に好まれる都市である

かどうかを注視している。

特 集 :  シンガポールの都市競争力
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3.  シンガポールの競 争力強化 政 策の変 遷

以上のランキングは世の中に出ているものを当地メデ

ィアがさらに取捨選択したものにすぎないが、多くの分

野でシンガポールが高い評価を得ていることは確かで

ある。しかし、シンガポールが外からヒト・モノ・カネを惹き

つける力は、政策面でどのように形作られてきたのだろう

か。

こうした政策動向については、すでに日本語文献だ

けでも相当数の専門家が詳しく調査をしている（本稿末

尾の参考文献一覧参照）。本稿ではそれらの研究成果

に依拠しつつ、①競争力に影響を与えた要因として、シ

ンガポールに元々備わっていた強み・弱みや外部環境

（以下、波線を付した部分）と、競争力強化に寄与した

政策（以下、実線を付した部分）を峻別し、②政策が一

朝一夕で形成されたのではなく経済情勢に応じて時間

をかけて強化されて来たことを示す形で再整理してみた

い。

なお、シンガポール政府自身がまとめた競争力強

化政策の直近の分析として、「グローバル競争力の構

築－シンガポールの場合」（シンガポール国家開発省

Centre for Liveable Cities、（公財）都市計画協会、『新都

市』2015年7月号）も一読に値する。

(1) 19世紀～20世紀半ば（イギリス植民地時代）

　マレー半島の南端のジャングルに覆われた島・シン

ガポールを英国植民地としたラッフルズ卿が目を付けた

のは、欧州とアジアを結ぶ貿易航路の中間に位置する

というその地理的な優位性であった。一方で、シンガポー

ルに天然資源や旺盛な国内需要を期待することはでき

ないため、中継貿易港に徹して国際的な荷動きの要に

なることが基本的な開発姿勢になった。ラッフルズは他

の東南アジアの港と差別化を図るため、入港税をとらず

にどこの国の船舶でも無税で利用できる自由貿易港とし

たことで、シンガポールは東南アジアの貿易拠点として

急速に発展した。中継貿易地点というだけでなく、同じく

英国植民地とされていたマレーシアで生産される錫やゴ

ムの加工・輸出拠点としても成長した。19世紀後半に起

こった輸送革命（蒸気船等の新たな技術の登場で飛躍

的に輸送スピードが向上）もシンガポールに有利に働い

た。シンガポールの都市競争力の原型はこの英国植民

地時代に形成されたと言えるだろう。

(2) 20世紀半ば～1980年代（独立前後～リー・ク

ァンユー首相）

第2次大戦時の日本による占領、英国支配の終焉、

マレーシアとの一時的統合を経て最終的に単独で独立

することになった1965年、シンガポールは再び国土の狭

さ、後背地のなさという根本的な弱みに立ち向かう宿命

を負うことになった。また、港湾都市として発展してきた

結果、アジア各地から多様な移民が集まり、すでに中華

系、マレー系、インド系等が混在する多民族国家となっ

ていたが、これは今後の国家統合上常に注意を要する

要素となった（人口の多様性は、その後、外国企業にとっ

て東南アジア進出に際しての実験市場、あるいは多様

な人材の供給源となった点で将来的には有利に働く部

分もあった）。

独立後のシンガポールは、こうした不利な環境を克服

し小国として生き残るため、経済発展を最優先し、政治・

社会・文化はその手段とする、いわゆる「開発主義」によ

る国作りを進めた。具体的には、引き続き中継貿易の要

たる港湾都市としての国際的ポジショニングを向上させ

る一方で、新たに重視された戦略は、積極的に外国企

業（主に重工業を担う製造業）を誘致して国民の雇用を

確保するとともに輸出主導で国の経済発展の道筋をつ

けることであり、この新たな戦略を実現させるために様々

な政策が導入された。

第１に、政府が経済発展に政策資源を集中できるよ

う、安定性・効率性の高い政治・行政運営の基盤づくり

が進められた。現に過去50年にわたり当地では一貫し

て人民行動党が政権与党であり続けており、歴代首相

の数も3人である。政府主導で国内経済開発と外資誘致

を行う体制が敷かれ、例えば1961年に設立された経済

開発庁（ＥＤＢ）は、世界中で自国を売り込んで積極的

に外資誘致を行った。また、優秀な人材を教育課程の

早い段階で選別し政府に抜擢する選別的教育システム

も整備し（現在の制度の基本的な部分は1970年代初め

までに完成）、優秀な人材には政府が手厚い海外留学

支援を行った。政府に取り込んだ優秀な公務員には高

給を保障するかわりに汚職には厳しく臨むことで、政府

に対する市場からの信頼確保に努めた。さらに、政権の

通期ごとにトータルで財政黒字を達成しなければならな
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いという憲法上の財政ルールも設けることで健全な財政

基盤の維持に努めており、対外債務残高もゼロであるな

ど、政府の財政的な安定性も確保されている。

第2に、このような政治的安定性のもとで、企業が活

動しやすい制度的環境の整備が進んだ。英国植民地を

経験したことで英国法にルーツをもつ各種法制度が採

用されたことは、欧米等の企業を誘致するのに有利に

働いた。独立前後から採用されその後幾多の修正は経

つつも継続されてきた言語政策（公用語として英語を最

重視しつつ各民族語の教育も行う）は、本質的には多民

族国家における政治的安定性の確保を主眼としていた

が、欧米等の外国企業がこの国で活動しやすい環境を

生むことにもなった。また、このほかにも、政労使協調体

制（トライパーティズム）による労使関係の安定化にも努

力が払われた（政労使で構成する全国賃金評議会の発

足等、1970年代前半に仕組みが確立）。

第3に、企業活動を支える都市・交通インフラの整備

に力を注いだ。そのうち、経済成長を効率的に実現でき

るよう、国土利用に関する強固な仕組みを整えたことが

特に重要である。まず、狭い国土の利用を最適化する

ために長期と中期の二本立ての都市計画制度を採用し

（1971年までに仕組みが確立）、後者には開発許可上の

法的拘束力を与えた。次に、1964年に制定された現在

の土地収用法をもとに土地収用を推し進め、国土に占

める政府保有地の割合は1960年の44％から2007年に

は85％以上へと飛躍的に増加した。政府はこうして集約

した政府保有地の長期リース権（99年等）を民間の開発

事業者に入札を通じて付与する制度（政府保有地売却

制度）を整えた。これらによって政府は自らの計画に沿

って国土開発を円滑に実現することができる体制が取

られたが、いずれも政府の政治的な強さがあってなしえ

たことであろう。また、国土の狭さを物理的に克服するた

め、積極的に埋立てを行って現在の国土の約4分の1に

あたる土地を創出した。こうした中で大規模な公共イン

フラ開発が展開され、その最大のものは1981年に東部

の埋立地の上に開業したチャンギ空港である。海運だ

けでなく航空の世界でもシンガポールが地理的優位性

を生かした中継地点として発達する契機となった。また、

輸出の主力たる重工業の活動拠点として西部にジュロ

ン工業団地を造成し、外国から製造業を中心に誘致し

た。このほか、シンガポールは1960年代から緑化政策を

推進してきたが、これは外国企業や投資家、観光客に

好まれる環境を生み出すための経済戦略としての側面

が強いものであった。

(3) 1990年代～現在（ゴー・チョクトン首相、リー・

シェンロン首相）

しかし、シンガポールは、1980年代後半に経済成長

が一時マイナス局面に転じるなどこれまでの成長路線に

変化が現れ、新たな産業構造への転換が必要になって

きた。また、中国の急速な発展、東南アジアやインドなど

周辺諸国の経済成長の中で、必ずしも国際的な優位性

が盤石なものではなくなってきた。経済発展の手法も重

工業誘致と輸出の組合せだけではさらなる成長は望め

ず、外資を誘致するにも、以前にもまして立地上のメリット

に関して他都市との明確な差別化が必要になってきた。

そこで、企業のビジネス環境面では、様々な改善策

が講じられた。例えば、今でこそシンガポールの法人税

率の低さはよく知られているが、引下げが始まったのは

比較的最近であり、1987年に33％へ大幅引下げが行わ

れるまで、1959年以来40％で固定されてきたのである。

以降、1991年に31％、1994年に27％、2003年に22％、2010

年に現在まで続く17％（ライバルの香港よりわずかに高

い税率）と段階的に税率改訂が行われた。また、周辺

国の成長を逆手にとって、周辺の成長国市場ビジネス

のハブとなることも志向し、国際統括会社や地域統括会

社に対する法人税の優遇等を設定する等の措置を講じ

た。さらに、貿易・投資を円滑にするため、二国間・多国

間のＦＴＡ／ＥＰＡ、租税条約を積極的に締結した。一

方、自国の産業構造を転換しより高い成長を実現する

ため、外資誘致の対象業種を見直し、高付加価値産業

の誘致に力を注ぎ始めた。すでに1980年代から金融セ

クターの集積による金融センター化を目指した様々な優遇

施策が実行されたほか、1990年代には、エネルギー・石

油化学産業を集積させる拠点としてジュロン島を埋立て

によって整備した（現在、同島をLNGハブとする施策が

進行している）。また、2000年代以降、医療・バイオ、ＩＣ

Ｔ産業に着目して、ワン・ノース地区にバイオポリス、フュー

ジョノポリスなどのＲ＆Ｄ拠点を整備した。これらは近辺

のシンガポール国立大など高等教育機関も含めた産官

学連携も意識したものであり、これらのＲ＆Ｄ拠点や大

学への優秀な研究者など高度人材の誘致にも取り組み

特 集 :  シンガポールの都市競争力
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始めた。

富裕層に対する訴求も強化された。法人税と並んで

個人所得税の引下げも行われ、1987年に従来の40％か

ら33％へ引き下げられたのち、1994年に30％、1997年に

28％、2002年に26％、2007年に現在の20％に達したほ

か（2015年税制改正で22％へ再び引き上げが決定した

が、政府は諸外国の税率水準に鑑みこの程度の引上げ

は富裕層の動向に影響はないと判断している）、2004年

から、一定額以上の投資を行う海外富裕者に対して永

住権を付与する制度（グローバル・インベスター・プログ

ラム）も導入される等の措置が実施された。

一方、都市・交通インフラの分野においても「選ばれ

る」ための施策が実施されている。港湾については早く

から会社化された経営主体のもとで徹底的にＩＴ化され

たサービス等が高い評価を得ているものの、貨物取扱

量では上海に2009年に世界一の座を奪われるなど競

争が激化した。そこで、現在市内中心部4か所に分散し

ているコンテナターミナルを、西端のトゥアス地区に新た

に埋立てで整備中の4つの巨大埠頭群に2027年以降

集約移転し、貨物取扱能力を2倍にするとともに効率的

なオペレーションを実現する計画である。空港について

も、2009年に経営を政府直轄から政府出資の株式会社

に移行して顧客志向の経営に努めるなどしてそのサー

ビス水準は世界的に高い評価を得ているものの、香港、

中東等との競争を背景に、旅客取扱数・貨物取扱数とも

に近年伸び率が鈍化している。そこで、新たにターミナ

ル４の新設、さらにはターミナル5と第3滑走路を整備す

ることで2020年代半ばまでに現在の旅客取扱能力の2

倍（年間1億3500万人以上）とする方針が示されている

（以上につき「シンガポール開発戦略（空と海のハブ化）

」（TAKENAKA CORPORATION吉田光夫、本誌2015年

5月号）も参照）。また、都市開発の面でも、従来の都市

計画に基づく用途規制の中に新たにWhite　Site制度が

1995年に導入された。これは戦略的に重要な一部の土

地についてその用途を予め指定せず、リース権を落札

した民間側の発意で柔軟な開発を行うことを可能にする

もので、企業活動や高所得層の生活、外国人の観光に

適した複合的都市開発が都心部を中心に進展した。

　以上のほか、シンガポールは独立当初より観光立

国を志向しており、政府の専門機関（観光庁（ＳＴＢ））が

積極的なマーケティングを行って外国人観光客の誘致

に努めてきたが、2000年代に入る頃からシンガポールの

観光地としての魅力の低下が指摘されるようになった。

そこで次々に新たな観光資源開発に着手した。政府主

導の誘致の結果、2008年からＦ１シンガポールグランプ

リが開催されているほか、サンテック・シティ（1995年開

業）、シンガポール・エキスポ（1999年開業）など国際会

議場の整備を行ってＭＩＣＥ（国際会議等）の誘致も展開

した。さらなる観光資源の強化策として、カジノ、ＭＩＣＥ、

飲食、エンターテインメントなどの要素を含んだ統合型リ

ゾート（ＩＲ）が2010年に2箇所整備された（底地は前述の

White Site）。ＩＲ導入前は是非を巡り国内を二分する議

論が行われたが、結果的には導入以後、シンガポール

への外国人旅行客数、観光消費額は2013年までの間

に飛躍的に増加するなど、観光面の競争力向上に大き

く寄与したとされている。

(4) 今後

しかし、シンガポールは半世紀を経て、国内外の両

面で改めて厳しい局面に立たされている。国際的には、

従来から外需依存型経済を作り上げてきたために国際

経済情勢に流されやすい点が以前からリスクとして指

摘されている。また、周辺国・競合国の経済成長に伴っ

て、人流・物流のハブとしての地位が脅かされつつある

ほか、シンガポールに統括拠点を置くメリットが低下して

周辺国に直接進出する企業の増加の可能性等も指摘

されている。観光面でもアジア諸国の観光誘致の競争

が激しくなり、シンガポールの優位性に再び困難が訪れ

つつある。

一方、国内的にも、国としての成熟、中間層の増大に

伴い、特に2011年総選挙の厳しい結果に代表されるよう

に、与党の圧倒的求心力に揺らぎが見られるとの指摘も

ある。また、経済成長・企業集積の副産物として世界的

高水準の人件費やオフィス賃料等の立地コスト、外国人

労働者の雇用規制強化、経済成長率の鈍化、少子高

齢化の進展などの課題が徐々に顕在化しつつある。今

後、これらをどのように克服し、都市としての競争力を確

保し続けていくかが注目される。
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4.  おわりに

これまで、シンガポールは外のものを都市内に引き

つける力を育てて来た。近頃は成功した都市として語ら

れることも多いが、そこに至る道のりは決して平坦ではな

く、時々の経済情勢の変化に応じた細かな対策を地道

に積み上げてきた結果、今の姿があると言えよう。近年

日系企業も含めた各国企業の統括機能の移転や新規

進出が相次いでいるが、シンガポールが企業にとって好

ましいビジネス環境を提供し続けられる限りにおいて、こ

のトレンドはもうしばらくは続くだろう。

ところで、当地でビジネスを展開される方々のお話を

伺っていると、その目はシンガポールを通り越して周辺

の国を見ているケースが多いと感じる。もちろん、当地を

周辺国展開に向けた実験市場として捉える向きは多い

ものの、市場規模の小ささゆえに、シンガポール自体を

本格的に攻略、調査対象と見る向きは一定の業種を除

いて、それほど多くない。

しかし、もう少しシンガポールに対する見方を変えて

みても良いのではないだろうか。というのも、シンガポー

ルの競争力は、単に外から引き寄せる力だけではなく、

むしろ中から外へ出て行く力も蓄積しつつあると考える

からである。半世紀の間に日本を含めた海外からの知

見や人材をどん欲に集約し続けてきたことで、徐々に力

のある地場産業が育ちつつあり、その典型例がインフ

ラ・都市開発産業である。自国の開発経験をもとに、す

でに1990年代から中国、インドネシア等の経済成長の

波を利用してこれら各地で工業団地等の都市開発に乗

り出し、近年はインフラの計画・管理・経営等の手法を

自らの商品として積極的に官民一体で海外に売り出し

ている。インフラ輸出を成長戦略に掲げる我が国にとっ

て、シンガポールはある面では手強い競争相手だが、

視点を変えれば、自国産業の弱みを補うパートナー、利

用すべき提携先にもなりうるのではないか。実際、イン

フラ分野では一部の日系企業がシンガポール企業と連

携したりシンガポール企業を買収したりして、周辺国へ

の事業展開を図る事例が徐々に増えつつある（この点

につき、日本政府からシンガポール政府へ出向中の筆

者同僚が執筆した「シンガポールとの戦略的な連携で、

更なるインフラ輸出へ」（シンガポール国家開発省・新田

翔、本誌2015年3月号）が参考になる。また、本稿の論

特 集 :  シンガポールの都市競争力

旨とは直接関連はないものの、「シンガポールから見た

アフリカ」（Portek International Pte Ltd CEO 大森孝生、

本誌2015年8月号）では、当地インフラ関連企業を買収

して第三国への事業展開に取り組む日本企業の事例が

紹介されている）。

都市競争力を磁石に喩えた場合、引力も反発力も身

に付けたシンガポールを、単なる「拠点」「実験市場」とし

てだけではなく、「補完関係を持ちうるビジネスのパート

ナー」として改めて捉え直してみることも、この都市国家

との今後の付合い方として有益な選択肢ではないだろうか。

＜参考文献（日本語文献）＞

【日本政府・機関による分析】

○「シンガポール概況」（在シンガポール日本国大使

館、2012年3月）

http://www.sg.emb-japan.go.jp/Japanese/gaikyo.pdf

○「都市の国際競争力・都市再生」（国土交通省都市

局、第２回大都市戦略検討委員会資料、2015年3月）

http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tk1_000019.html

○「シンガポールの観光・経済社会について」（国土交

通省国土政策局、2014年4月）

http://www.mlit.go.jp/common/001036546.pdf

○「シンガポールにおける金融ビジネスの立地競争力に

関する調査報告書」（金融庁委託調査、株式会社野村

資本市場研究所、2014年3月）

h t t p : / / w w w . f s a . g o . j p / c o m m o n / a b o u t /

research/20140627-2.html

○「法人設立手続きの簡素化に向けて」（JETRO、2013

年5月）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_

wg/hearing_s/140520siryou01.pdf

○「シンガポールの税務行政と税制の概要」（国税庁・

寺田裕子「税大ジャーナル」2012年3月号）

http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/backnumber/

journal/18/pdf/07.pdf

○「ＭＩＣＥで今後取り組むべき政策課題（議論用ペー

パー）①」（観光庁、第4回ＭＩＣＥ推進検討委員会、2012

年1月）

http://www.mlit.go.jp/kankocho/iinkai/mice_kentou.

html
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○「シンガポール進出に関する基本的なシンガポール

の制度」（JETRO）

http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/#ot_business

○「ビジネス環境No.1、シンガポール進出に際してのポ

イント」（（独）中小企業基盤整備機構）

ht t p : / /www . sm r j . g o . j p / k e i e i / k oku r epo/

kaigai/063479.html

【学術研究者による分析】

○『物語　シンガポールの歴史　エリート開発主義国家

の200年』（岩崎育夫、中公新書、2013年）

○『都市整備先進国　シンガポール』（丸山浩明、アジア

経済研究所、1995年）

【日系企業等による分析】

○「事業環境ランキングで9年連続首位に輝くシンガポー

ル」（日興AMファンドアカデミー、2014年11月5日）

http://www.nikkoam.com/files/fund-academy/

rakuyomi/pdf/raku141105_01.pdf

○「シンガポール地域統括会社の構築及び活用と法

務・税務上の留意点(1)〜(3)」（三菱東京UFJ銀行、2014

年3月20日）

ht tp ://www.bk .mu fg . j p/ repor t/ in sasean/

AW20140320.pdf

h t tp ://www.bk .mu fg . j p/ repor t/ in sasean/

AW20140403.pdf

h t tp ://www.bk .mu fg . j p/ repor t/ in sasean/

AW20140418.pdf

○「福岡の国際競争力 –グローバル・ポジションと強化

戦略-」（サムスン物産都市開発本部部長・久保隆行、福

岡アジア都市研究所、『都市政策研究』第15号、2013年

12月）

h t t p : / / u r c . o r . j p / w p - c o n t e n t /

uploads/2014/04/20131225_ups_15_01_kubo.pdf

○「シンガポールの強みとその中核を担う経済開発庁

(EDB)　その1・2」（ニッセイ基礎研究所上席研究員アジ

ア部長・平賀富一、（一社）日本在外企業協会、『グローバ

ル経営』2013年7/8月合併号、9月号）

http ://www.n l i - research .co . j p/company/

insurance/130708global_keiei-hiraga.pdf

h t tp ://www.n l i - research .co . j p/company/

insurance/1309global_keiei-hiraga.pdf

○「競争力強化に向けたMICE振興のあり方について」

（野村総合研究所、『知的財産創造』、2011年7月）

https://www.nri.com/jp/opinion/chitekishisan/2011/

pdf/cs20110703.pdf

○「したたかに成長戦略を描くシンガポール」（アジア･

大洋州三井物産業務部戦略企画室・新谷大輔、 2011

年4月）

http://mitsui.mgssi.com/issues/report/r1104sp_

shintani.pdf

○「外資企業の誘致戦略を進化させるシンガポール」

（株式会社三井住友銀行企業調査部シンガポール駐

在・藤代将幸、 2011年3月）

h t t p : / / w w w . s m b c . c o . j p / h o j i n / r e p o r t /

monthlyreviewtopics/pdf/2_00_CRSDMR1103.pdf

○「アジア進出の起点としてのシンガポール－整備され

たビジネス環境の魅力－」（野村総合研究所、2011年1

月）

https://www.nri.com/jp/opinion/it_solution/2011/

pdf/ITSF110108.pdf

【文中で紹介した参考文献】

○「グローバル競争力の構築－シンガポールの場合」

（シンガポール国家開発省Centre　for　Liveable Cities、

（公財）都市計画協会、『新都市』2015年7月号）

○「シンガポールから見たアフリカ」（Portek International 

Pte Ltd CEO 大森孝生、本誌2015年8月号）

○ 「 シ ン ガ ポ ー ル 開 発 戦 略 （ 空 と 海 の ハ ブ 化 ） 」

（TAKENAKA CORPORATION吉田光夫、本誌2015年5

月号）

○「シンガポールとの戦略的な連携で、更なるインフラ

輸出へ」（シンガポール国家開発省・新田翔、本誌2015

年3月号）
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特　集

シ ン ガ ポ ー ル に お ける 商 標 出 願 の 重 要 性 に つ いて

FElIcITE	 IP	conSUlTIng	ASIA	PTE. 	lTD.
PrESIDEnT	&	cEo　

奥　啓徳

０：はじめに

ア ジ ア の ハ ブ で あ る シ ン ガ ポ ー ル に 進 出 す る

日系企業数は約2，０００社と言われているが、シ

ンガポールでビジネスを行うにあたり、商標出願

の重要性があまり知られていないようである。そこ

で 、 A S E A N に 進 出 す る 日 系 企 業 へ の 知 的 財 産

権 の コ ン サ ル テ ィ ン グ サ ー ビ ス を 提 供 す る フ ェ リ

シテIPコンサルティングアジア（本社：シンガポー

ル ） と 、 シ ン ガ ポ ー ル の 知 財 有 識 者 と で 、 シ ン ガ

ポ ー ル に お け る 商 標 出 願 の 重 要 性 に つ い て 議

論した。シンガポール知財の有識者として、シン

ガポール特許庁商標局局長であるタン・メイ・リン

氏、マークス＆クラークスシンガポール法律事務

所 で 商 標 を 担 当 す る キ ャ ン デ ィ ス ・ ク オ ッ ク 弁 護

士、VJPシンガポール法律事務所で商標を担当

するMs. アンジェラ・ロング弁護士をインタビュー

へ招待した。

１：商標とは

フェリシテ:　商標とは何でしょうか？まずは、シ

ンガポール特許庁商標局の局長であるタン・メイ・

リン氏にお話しを伺いたいと思います。

シンガポール特許庁：　商標とは、商品の製造

販売者及びサービスの提供者が誰であるか、消

費 者 に 対 し て 明 確 に す る た め に 使 用 さ れ る 、 文

字、図形、フレーズのことです。商標は、ブランド

を使ってビジネスを行う企業及び個人と、消費者

とを繋ぐ一つの手段です。シンガポールでは、ク

リエイティブなブランドも保護してもらうために、従

来は商標の対象でなかった色、形状、音にまで商

標の保護対象を拡大しました。シンガポールでビ

ジネスを進めている日系企業にとって、今まで時

間をかけて築いてきたブランドをシンガポールで

保護することは、ビジネスを行う上で重要な事の

一つであると考えます。

Ms.  Tan Mei  L in        Ms .  Candice Kwok          Ms . Angela Le ong

シンガポール 特許庁 マークス＆クラークス VJP
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フェリシテ:　仰るとおりですね。次に、マークス

アンドクラークスシンガポール法律事務所で商標

をご担当されているキャンディス・クオック弁護士

に聞いてみましょう。どうですか？ 

マークス＆クラークス：　そうですね、商標とは、

文字、単語、ロゴ、形状、またはそれらの組み合

わせにより、ビジネスの商品及びサービスを、ライ

バル企業と区別するためのものですね。

フ ェ リ シ テ : 　 あ り が と う ご ざ い ま す 。 最 後

に、VJPシンガポール事務所で商標をご担当され

ているアンジェラ・ロング弁護士に聞いてみましょ

う。どうですか？ 

VJP:　はい、そうですね、ある車がトヨタ自動車

の車なのか、それともスズキ自動車の車なのか区

別するものが商標ですね。商標により、以下のよう

な効果を期待できると思います。

a.　リピーターを作る– その製品に商標があっ

た場合、その商品を購入した消費者が良い製品

であったと感じたならば、その消費者は、再度同

じ商品を購入し、いわゆる、リピーターになります

ね。

b.　品質の保証 –ある商標が、自分の好みや

期待に応えてくれる商品であることを消費者はわ

かっているため、その商品を手に取ります。

c.　マーケティング活動とのリンク – 新しい商

品及びサービスが発表される際にプロモーション

活動がされることが多いですが、当該製品及びサー

ビスに商標がついていれば、当該プロモーション

活動と商標とがリンクされ、消費者の記憶に残りま

す。 

d .　名声及び高付加価値への期待感–消費者

は、高付加価値及び名声を持った商品及びサー

ビ ス に 対 す る ワ ク ワ ク 感 を 感 じ る か も し れ ま せ ん

ね。

先ほど、商標とは、文字、単語、ロゴ、形状、ま

たはそれらの組み合わせであると言いましたが、

シンガポールでどのような商標があるのか、一例

を見てみましょう。

以上、色々な商標がありますね。
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２：なぜシンガポールで、
      商標出願が必 要なのか？

フェリシテ:　なぜシンガポールで、商標出願が

必要なのでしょうか？シンガポール特許庁のリン

さん、如何でしょうか？

シンガポール特許庁:　シンガポールで商標出

願することは、シンガポールでビジネスを行う上で

必須事項ではないと思います。しかし、シンガポー

ルでビジネスを行う上で、商標出願を行うことによ

り、いくつかの利点があると思います。

• シンガポールで出願した商標が登録され

れば、商品及びサービスに対する商標権を独占

的に使用することができます

• 自社の商標権を侵害するライバル会社の

製品の輸入を停止することができます

• シンガポールで登録された商標は、シン

ガポール特許庁オンラインデーターベースにて公

開されるため、ライバル企業に対して自社の商標

が登録されていることを明確に認知させることが

できます

• また、もし所有している商標権が高い価値

を 有するもので あれ ば、第三者に当該商標権を

売り、お金を得ることができます。また、フランチャ

イズを検討している第三者にライセンスすることも

可能です

　フェリシテ:　ありがとうございます、キャンディ

ス・クオック弁護士は、如何ですか？　

マークス＆クラークス:　はい、シンガポール登

録商標の権利者は、シンガポールにおいて、当

該商標権を独占的に使用する権利を有します。

つまり、シンガポールにおいて、第三者による使

用を認めません。シンガポールマーケットにおけ

る ブ ラ ン ド の 認 知 度 を 増 加 さ せ 、 ブ ラ ン ド を 通 じ

て、市場シェアを獲得することができます。また、

シンガポール登録商標の権利者は、当該商標権

に価値があれば売ることもできますし、当該商標

権を担保に資金を獲得することも可能です。

　 フ ェ リ シ テ : 　 あ り が と う ご ざ い ま す 、 ア ン ジ ェ

ラ・ロング弁護士は、如何ですか？　

　VJP：　商標権には、国境があります。日本で

の商標権は、シンガポールで使うことができませ

ん。シンガポールでも当該商標権によりビジネス

を行う場合、日本の他に、シンガポールでも商標

出願をする必要があります。シンガポールでは、

自分が取得したいと思った商標が既に他人に取

得されていた場合、他人よりも先に長い間ビジネ

スをしていた実績があれば、あとからの出願であ

っても登録される可能性がありますが、それには

時間とお金がかかります。よって、シンガポールで

一定期間ビジネスをした後に、商標を取得すれば

いいやと思っていると上記のようなリスクがありま

すので、シンガポールでビジネスを始める時に、

商標を取得することをお勧めします。また、シンガ

ポールでは、商標を取得してから５年間は、当該

商標権を使ったビジネスを実際にシンガポールで

実施していなくても、当該商標権を維持すること

ができます。よって、まずは、シンガポールで商標

を取得し、５年以内にそのビジネスを継続するの

か、中止するのか検討することも可能です。

3：他 国と比 較すると、シンガポールで の商標 
    登録 の手 続きが簡単であると聞いたことが
    あります。その点についてお聞かせください。

フェリシテ:　シンガポール特許庁のタンさん、

如何でしょうか？

シンガポール特許庁：　確かに、シンガポール

での商標登録は、簡単です。インターネットで商

標出願できますので、実際に、シンガポールに来

る必要はありません。もし、日系企業のオフィスが

シンガポールにあるのであれば、街の中心部にあ

るシンガポール特許庁のカスタマーサービスセン

ター１０１にお越しください。無料で、シンガポー

ル商標出願の相談に乗ります。一度、シンガポー

ルにて登録された商標権は、１０年ごとに更新さ

れます。一度の商標出願で、複数の区分を指定

することも可能です。出願された商標は、通常、４

か月以内に審査され、結果が通知されます。

フェリシテ:　シンガポールでの商標登録は、簡

単ですね。さて、クオック弁護士は、如何でしょう

か？

特 集 :  シンガポールにおける商標出願の重要性について
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マークス＆クラークス:　そうですね、他国と比

較 す る と 、 シ ン ガ ポ ー ル で の 商 標 権 の 取 得 は 簡

単ですし、早いですね。出願された商標はシンガ

ポール 特許庁で 審査され ますが、私の経験上、

３か月から５か月でシンガポール特許庁から審査

結果を受領することができます。特段問題がなけ

れば、商標ジャーナルへ公開されます。公開から

２か月の間、他社から異議を申し立てられない場

合 、 当 該 商 標 は 登 録 さ れ 、 登 録 証 が 発 行 さ れ ま

す。

フェリシテ:　ロング弁護士は、如何でしょうか？

何か、補足されることはありますか？

V J P : 　 そ う で す ね 、 シ ン ガ ポ ー ル で 商 標 出 願

する場合、以下に示す書類を用意すればいいの

で、簡単です。

i. 出願人の氏名、住所、国籍

ii. 出願する商標

ii i .  保護したい商品及びサービスの範囲

  
4：最 近、日本では、焼き鳥チェーン最 大手「鳥
    族 」（大阪 市）の登録商標に良く似た焼き鳥店を
　営業され 損害を受けたとして、京阪神で「鳥二
　郎」を展開する経営会 社に対し商標の異議申立
　(商標 権の取り消し)を求めているニュースが話
　題になってます。シンガポールでビジネスをして
　いる企業 がシンガポールで の商標を取得してい
　なかったために、侵害 者にブランドを模倣さ
　れ 、営業の 損害を受けたケースがあれば、教え
　てください。

フェリシテ:　まずは、クオック弁護士は、如何で

しょうか？

マークス＆クラークス:　そうですね、その日本

のケースは知りませんでしたが、シンガポールで

も注目されているケースがありますので、ご紹介し

たいと思います。皆さんは、KuDeTa (クデタ)とい

うレストランをご存知でしょうか？マリーナベイサン

ズの屋上にも、クラブがありますので、ご存じの皆

様もいらっしゃるかと思います。実は、KuDeTa(ク

デタ)は、シンガポールで商標出願をしておりませ

んでした。KuDeTa (クデタ)とは関係のない第三

者がシンガポールで商標権を取得し、マリーナベ

イサンズの屋上でクラブ及びレストランを経営して

いるKuDeTa(クデタ)にライセンスを取得する申し

入れをしました。KuDeTa(クデタ)は、シンガポー

ル高等裁判所への訴訟準備を始めましたが、多く

の時間とお金と手間がかかったことは容易に想像

できると思います。KuDeTa (クデタ)は、４年の歳

月をかけて、KuDeTaブランドを第三者より取り返

すことができました。

フェリシテ:　マリーナベイサンズのKuDeTa (ク

デタ)は、日本人にもお馴染みの場所ですので、

非常に興味深い話ですね。リンさんは、如何でし

ょうか？

シ ン ガ ポ ー ル 特 許 庁 : 　 も し 、 シ ン ガ ポ ー ル で

商標権を取得していない場合であっても、シンガ

ポールでは救済措置があることをご存知でしょう

か？シンガポールでは、パッシンング・オフという

手段を用いて、模倣者を訴えることができます。

簡単に、手続きをご紹介します。

• 購買動機を持たせるような信頼できるブラ

ンドが付されている製品及びサービスであること  

•  第三者により虚偽表示されていること 

• 第三者の行為により、信用低下または金

銭的損害を受けていること

シンガポールでは、上記のようにパッシンング・

オフという手段を選択することもできますが、あな

たのブランドを商標権で保護することの方が好ま

しい方法であることは言うまでもありません。

5：中国では、日本で 一 般 名称として使われている
     標 章が商標登録されてしまったため、日系企業 
     が 損害を受けております。シンガポールでは、そ  
 　のリスクをどのように回避することができます

     か？実例があれば、教えてください。

フェリシテ:　リンさんは、如何でしょうか？

シ ン ガ ポ ー ル 特 許 庁 ： 　 日 本 及 び シ ン ガ ポ ー

ルを含む世界の知財システムは、懸念されている

ような一般名称として使われている普通名称を商

標権として保護しない法律になっていると思いま

す。一方で、“普通名称”は何であるか？というこ

とについては国々で定義が異なると思います。そ

れゆえ、A国では“普通名称”に該当するため商

標権を取得することができなくても、B国では“普
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執筆者氏名

奥　啓徳　（おく　よしのり）

経			歴

１９７４年、広島県生まれ。２０００年東京工業大学大学院卒

業、同年、松下電器産業株式会社（現、パナソニック株式会社）

知的財産権部にて勤務開始。

２０１３年より現職。趣味はジョギング。広島東洋カープの熱狂

的ファン。

通名称”に該当しないため、商標権を取得するこ

とができるという状況は起こり得ると考えます。更

に、登録された後に、出願人が自己の商標権とし

て の 保 護 を 怠 っ た 場 合 、 当 該 商 標 権 が “ 普 通 名

称化”することも良くあります。例えば、“エスカレー

タ”は、米オーチス社の登録商標でしたが、普通

名称化したことは良く知られてますね。

フ ェ リ シ テ : 　 ク オ ッ ク 弁 護 士 は 、 如 何 で し ょ う

か？

マークス＆クラークス:　シンガポールは、普通

名称を商標登録することが難しい国の一つです。

た と え 、 出 願 さ れ た 商 標 が “ 外 国 の 言 葉 ” で あ っ

たとしても、シンガポール特許庁は、当該英訳の

提出を求めますので、当該英訳が“普通名称”に

該当すると判断された場合は登録されません。仮

に、何らかの間違いで、普通名称と思われる商標

が登録されてしまった場合でも、それが普通名称

に該当すると判断されれば、第三者による無効審

判などにより、当該商標権が取り消されることにな

ります。

フェリシテ:　ロング弁護士は、何かコメントあり

ますか？

VJP :　そうですね、時々、普通名称が、ロゴに

されていたり、図案化されて登録されていることが

ありますね。そのようなケースは、ロゴや図案化さ

れた形状を画像として認識し、それのみを保護対

象とします。つまり、第三者が、そのロゴや図案化

された形状を使用しない限り、普通名称を普通に

使用することはできるわけですね。

6：日本の登録商標は、商標 権 者が識 別力維 持を
　怠った場 合、当該 商標は普 通名称化されること
　もあります。シンガポールでも、普 通名称化する
　ことはありますか？そうならないためには、商標
　権 者は何をするべきでしょうか？実例があれ

　ば、教えてください。

フェリシテ:　リンさん、如何でしょうか？

シンガポール特許庁:　はい、シンガポールに

おける登録商標であったとしても、普通名称化の

傾 向 が 見 ら れ た 場 合 に は 、 当 該 登 録 は 取 り 消 さ

れてしまいますね。登録商標が普通名称化したケ

ースではないですが、一例として、”コピティアム”

の例を紹介したいと思います。皆さんもご存じかと

思いますが、“コピティアム” というのは、コーヒー

や伝統的な朝食を販売する店舗のことで、シンガ

ポールでは至るところにあります。シンガポールに

おけるフードコートチェーンである“コピティアム”

が、商標として“コピティアム”を出願したのです

が、“コピティアム”は普通名称であるとして出願

が拒絶されたことは有名ですね。

フ ェ リ シ テ : 　 ク オ ッ ク 弁 護 士 は 、 如 何 で し ょ う

か？

マークス＆クラークス:　シンガポールにおいて

長い期間をかけて商標が普通名称化するリスクは

起こり得ると思います。よって、商標権者は、そう

ならないように、注意を払うことが必要ですね。

7：終わりに

フェリシテ:　リンさん、クオック弁護士、ロング

弁護士、貴重なお話ありがとうございました。みな

さん、如何でしたでしょうか。シンガポールにおけ

る商標出願の重要性を感じていただけたでしょう

か。シンガポールでのビジネスを安心して進める

ために、是非ともシンガポールでの商標登録出願

をご検討ください。

特 集 :  シンガポールにおける商標出願の重要性について
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１． はじめに

「自分でつくることがこんなに楽しいことだと思

わなかった。」「子どものために健康的な食事を手

づくりしてあげたい。」こんな声を聞くと、私たちの

やっていることが、少しは役に立っているのかとう

れしく思うとともに、安堵の気持ちを覚える。

私たちが運営するABC Cooking Studioは、食

の大切さや手づくりの楽しさを伝えることを第一に

考え、初心者の方でも楽しみながら学べる料理・

パン・ケーキの教室である。2015年4月、シンガポー

ルの目抜き通りであるオーチャードロードのショッ

ピングモールTakashimaya S.C.に、その東南ア

ジア１号店、シンガポール1号店となるスタジオを

開業した。350㎡ほどの空間に16の調理テーブル

とダイニングスペースなどを備えた大型店で、ア

ジア地域の旗艦店として位置づけている。 

特　集

食 の 発 信 拠 点 としての 料 理 教 室
－ 外 食 文 化 が 浸 透 し 全 く料 理 をし な い人も い る と い わ れ る 市 場 で、
料 理 教 室 に で きる こと－
ABc	cook ing	Studio	Singapore	Pte. 	ltd .
Direc tor

柴田　倫孝

開 業 か ら 3 ヶ 月 が 経 過 し た と こ ろ だ が 、 す で に

1,600名以上の会員の方が通われ、日によっては

予約がとりにくい状況にもなっている。会員の95％

以上がシンガポール人で、20～30歳代が約70％

を占め、男性の方も通われている。レッスンでは、

肉じゃがやかつ丼、オムライスなど広い意味での

日本料理、かつ「自宅に戻っても作れるメニュー」

を中心に紹介するなど、受講者が教室で習った

メニューを自宅でも作れるようにしている。

２． ABC Cook ing Studioとは

ABC　Cook ing　Stud ioという名に馴染みのな

い 方 も 多 く お ら れ る と 思 う の で 、 簡 単 に 概 要 を ご

紹介する。ABC　Cooking　Stud ioは、1985年の

創業以来、日本国内で135店舗、日本国外では、

このシンガポールをはじめ、中国、香港、台湾、

 ABC Co ok ing Studio　Tak ashimaya S .C .  Studio
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反応を多く受けた。フルタイムで共働きの夫婦が

一般的で、子供や高齢者のいる世帯では外国人

ヘルパーに料理を含めた家事を委託しているケー

スもある。「料理を全くしない」、「家のキッチンは

新品同様」という声すら聞かれる。

社会事情を反映するように、シンガポールにお

ける外食の環境は充実している。24時間営業の

ホーカーセンターやフードコートなど手軽に食事

ができるところが多くある。また、外食店は、包材

を用意し持ち帰りに対応しているところが大半で

あり、外で売られているものを自宅に持ち帰り、家

族で食べるというのも一般的な光景だ。

当社がシンガポールでの料理教室の展開を検

討しているとき、シンガポールでは、１週間当たり

の外食回数が平均８回（昼・夜合計14回のうち）

に上ると聞いていた。この数値は、日本人の平均

外食回数が、月6.29回（日本の市場調査会社㈱

クロス・マーケティングの調査、2013年9月）や月

4.33回（㈱リクルートライフスタイルの外食市場調

査、2014年5月）と言われることからしても、高い

外食率であることを示している。

外 食 文 化 の 浸 透 度 合 い を 、 も う 少 し 具 体 的 な

数 値 で 見 て み よ う 。 日 本 で は 、 世 帯 の 消 費 支 出

に占める食料の比率は26 .2％、外食の比率5.４

％ （ 総 務 省 統 計 局 、 家 計 調 査 、 2 0 1 4 年 ） で あ る

と こ ろ 、 シ ン ガ ポ ー ル で は 、 食 料 2 5 . 1 ％ 、 外 食

韓国の５つの国・地域に14店舗を展開しており、

日本国内約28万人、日本国外約1万8000人の会

員が在籍している。その店舗のほとんどは、ショッ

ピングモールや百貨店などの商業施設内に立地

し、レジャーとして、レクリエーションとしての料理

教室を運営している。プロを養成するような料理

の学校ではない、という意味もあり、私たちは、店

舗のことを「School」ではなく「Studio（スタジオ）」

と呼んでいる。（以下、店舗のことをスタジオと呼

ぶ。）

先 に 述 べ た よ う に 、 私 た ち は 料 理 教 室 を 通 じ

て、「食の大切さ」、「食がもたらす喜び」を一人で

も多くの人に伝えたい…また、料理教室にはそれ

ができる、という考えのもと、日本国外で店舗展開

し、「世界中に笑顔のあふれる食卓を」という企業

理念の実現を目指している。しかしながら、日本

の外に出ると、食、料理を取り巻く環境が日本の

それとは異なってくるのが実際である。

３．シンガポールの料 理 文化の現状

ここ、シンガポールでは、女性の社会進出を背

景に外食文化が浸透している。そのため、シンガ

ポール進出を計画している段階で、料理教室を

開業するという話をすると、「シンガポールで料理

教室ですか？」という、事業性に疑問を持つような

 ABC Co ok ing Studioの特 徴の一つであるオリジナルイラストレシピ

特 集 :  食の発 信 拠 点としての料理教 室－外食 文化が浸 透し全く料理をしない人もいるといわれる市場で、料理教 室にできること－
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16.1％（Singapore, Department of  Stat ist ics,

　Household Expenditure Survey 2012/13）

である。食料支出はほぼ同比率であるにも関わら

ず、外食支出の比率は大きく異なっている。この

支出の傾向からも外食回数が多いと言ってよさそ

うである。

外食の比率が高いということ、つまりは家庭で

あ ま り 料 理 を し な い と い う こ と で あ る 。 こ う な る 事

情は、女性の就業率の高さ以外にもあるのだろう

か。シンガポールで仕事をすることが多くなるに

つ れ 、 少 し ず つ 見 え て き た こ と が あ っ た 。 そ こ に

は、シンガポールの住宅事情も大きく関係してい

るように思う。

土地が限られている上に人口が増加するという

シンガポールでは、住宅を取得することはなかな

か制約が多く、ハードルが高いものである。結婚

前に個人が一人暮らしをするという発想はほぼ皆

無で、結婚を機に自分が購入したHDB住宅へと

実家から引っ越すのが通常のパターンのようだ。

日本では進学、就職を機に、実家を離れ一人暮

らしをするケースも多くあるが、この一人暮らし経

験の有無は、料理経験の有無にもつながってい

るようである。

以前、日本のABC Cooking Studioで行った

会員属性の調査結果で、未婚実家暮らし、未婚

一人暮らし、既婚の三分類で分けると、未婚実家

暮らしの比率がもっとも高かった。数値の資料が

今はなく、詳細を提示できないが、全体の４割強

であったと記憶している。一人暮らしであれば、必

然に駆られ最低限であったとしても料理をする機

会もあろう。しかし、実家暮らしとなれば、自ら料

理する機会は乏しくなる。そのため、意識して料

理教室に通い始めるようになり、結果としてもっと

も高い比率となっていた。加えて、家庭で親から

子への食の継承がなされなくなってきたという、日

本の社会の変容もその要因としてある。

こ の 日 本 の 状 況 か ら 推 察 し て も 、 若 い 時 期 の

実家暮らしが一般的であるシンガポール人にとっ

て、料理経験が乏しくなる、頻度が低くなることが

想像できる。

このようなシンガポールにおいて、はたして料

理教室が受け入れられるのか？私たちはこの根

源的なチャレンジから始めなければならなかった

が、柱として２つの事柄を打ち出した。

１つめは、これまでも事業の根幹としてきた、「

食の大切さ」、「料理をつくる楽しみと喜び」を伝

えること、そして、２つめは、「日本の食」の魅力を

伝えることであった。この二つを、「料理する」、「

手づくりする」という体験を通じて伝えていくので

ある。

４．シンガポールにおける日本の食の受容

シンガポールでは、900店舗以上の日本食レス

トランがあると言われ、街を見渡せば日本語の看

板がいくつも目に入ってくる。総花的な品揃えの

店ばかりでなく、専門特化した店も多くなってお

り、また、行列のできる繁盛店も多く、日本の食が

広く受け入れられていっていることがよくわかる。

この受容度合の高さのおかげで、日本発の料理

教室、日本料理、日本のパン・ケーキが学べる料

理教室は、比較的好意的に見られたようだ。

さらには、日本の食に対する良いイメージだけ

ではなく、シンガポールの消費者の目線が、食の

安心・安全に向き、健康志向になっているという

背景があり、「手づくり」、「自分でつくること」に興

味を抱くようになっているのはないかと感じる。

手づくりすれば、どのような材料を使うか、どう

いう調理をするか、どの程度の味付けにするか、

などすべてを自分で選択することができる。これ

はつまり、手づくりするということは、自分の食を自

分で選ぶということである。日本の料理は、使用

品目の多さや、栄養素のバランスなどの点で、健

康的な食と受け止められていることが、スタジオで

お客様を迎えていて感じられる。安全、安心に加

えて健康という良いイメージが定着し、日本の食

は、高いポジションでのブランド価値を持っている

ようである。

この状況に加えて、楽しみながら気軽に学べる

料理教室という、従来にはないコンセプトが、娯楽

が少ないと言われるシンガポールで、新たなレクリ

エーションとして受け入れられつつあるように感じる。
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６． 日本の食を発 信するプラットフォーム
        としての料 理 教 室

こ れ ま で 述 べ て き た よ う に 、 A B C 　 C o o k i n g 

S tud ioでは、「料理をつくる楽しみと喜び」を伝え

ることで、「学ぶ」だけではない料理教室の価値を

訴え、それにより支持を得てきた。これに加えて、

日本国外のスタジオでは、楽しみだけでは終わら

ない、もう一つの発信をしていっている。

そ れ は 、 料 理 教 室 を 通 じ て 「 日 本 の 『 食 』 を 発

信」していくことだ。

シンガポール１号店のグランドオープンに先立

って行われたオープニングレセプションでは、日

本の食の発信拠点としての機能を一部ご紹介で

きたように思う。日本の農林中央金庫、全国農業

協同組合連合会（ＪＡ全農）の支援のもと、新鮮な

野菜・果物が日本からスタジオに届けられた。レ

セプションパーティ参加者には、それらを使った

オリジナルレシピでのコールドプレスジュースが提

供され、新鮮な野菜や果物をそのままお土産とし

てお持ち帰りいただいた。「日本の食を発信する

プラットフォームとしての料理教室」という考えに

賛同いただき、日本産農産物のおいしさを伝える

ことを目的とした取り組みである。

５．家事労働としての料 理と楽しみ・
     ストレス解消としての料 理

料理は時間がかかるという理由で、外食で済ま

せたり、ヘルパーに委託したりといった状況が示

すよう、シンガポールにおいては、料理はめんど

くさい家事労働の一部と捉えられる傾向が強いよ

うである。しかし、そう考えず、「楽しみ」や「ストレ

ス解消」とポジティブに考える人もいる。まさにレク

リエーションとしての料理教室の楽しみ方である。

「無心で 料理を つくることが 息抜きに な っ て い

る」と声を弾ませて語る受講者。ABC　Cook i n g 

Studioでは、こうした「癒し」を求めて手づくりに夢

中になる人も多く見られるのである。パンのレッス

ンでは、粉を一からこねて生地をつくるため、「パ

ン生地のもちもちとした感触が触れていてとても

気持ちがいい」という声や、「体を大きく使ってこ

ねる作業をしていると気分がすっきりする」といっ

た声が聞かれる。

また、料理はクリエイティブな行為でもある。触

って食べ頃かどうかを判断する、目で見て材料の

鮮度、良し悪しを判断する、香りを嗅ぎ、音を聞い

て火の通り具合を把握する、味をみて仕上げる、

などなど、調理の過程において五感をフルに使う

のである。複数の要素の組み合わせにより、いか

ようにも変化するのも料理の魅力であろう。

私たちは、レッスンを通じて、この料理の魅力、

楽しさに気づいてもらうことに励んでいるのである

が、現在の入会者数の推移や、予約が取りづらく

なる状況を見る限り、日本同様、シンガポールに

おいてもその価値は伝わっていることを感じてい

る。やりたくない作業には時間をかけたくないが、

楽しい時間はいつまででも過ごしていたい、そう

感じてくれる仲間がこのシンガポールにも確実に

増えていっている。

健康管理や節約、趣味など、料理をする理由

は人それぞれにあるであろう。料理はまったくしな

い、包丁すら握ったことがないというシンガポール

人もまだまだ多いであろうが、料理教室の地道な

活動で、料理話に花を咲かせる人が増えてくるか

もしれないと密かな期待を持つのである。

 オープンニングレセプションに合わせ届けられた日本産野菜

特 集 :  食の発 信 拠 点としての料理教 室－外食 文化が浸 透し全く料理をしない人もいるといわれる市場で、料理教 室にできること－
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料理教室には、料理ができないから通われて

いる方が多い。その料理ができない方は、材料の

選び方、調理道具の選び方もまた十分にはわか

らないという場合が多い。そういうフレッシュな状

態であるからこそ、レッスンを通じて、使用食材の

おいしさや道具の使いやすさを知った受講者は、

次に作る際には同じ食材、道具を求めるという傾

向が強く表れるのである。

また、日本の質のよい調理器具類を受講者に

紹介しつつ調理で用いることで、その道具を実際

に体験できる場となり、料理教室は体験型ショー

ルームともなる。

これは、従来の商品展示会や小売店でのプロ

モーションとは全く異なる、料理教室ならではの、

体験型、体感型のPR手法となる。実際、受講者

の方々には、使っている日本産食材が販売され

て い る 場 所 を 聞 か れ た り 、 日 本 製 の 調 理 道 具 類

の購入の依頼をいただくという状況が発生してい

る。

日本の食品については、外食での日本食の浸

透を追いかけるように、食品小売市場においても

日本食品の普及が進んでおり、大手スーパーマー

ケットでも店内に「Japanese Food」の棚を設ける

店舗が増えている。しかしながら、日本食は、外

食 で は 存 在 感 は 大 き い も の の 、 日 本 か ら の 食 品

輸入量のシェアはわずか２％ほどにとどまってい

るのが現状である。増加傾向にはあるものの、シェ

アが低い要因には、日本食材の食べ方、調理法

が理解されていないということが挙げられよう。レッ

スンを通じて、具体的な調理法を紹介しながら日

本の食を発信していき、そのプレゼンスが上がっ

ていくことを期待したい。

そうすることで、新たな需要の創出、日本国内

への波及効果も期待できよう。料理教室が、ショー

ケースとして機能し、オールジャパンの応援団に

なることがあり得ると期待している。

７． 最後に

以上、シンガポールにおいて手づくりすること

がどう受け入れられていっているか、料理教室に

おいて日本の食を広めるべくいかに取り組んでい

るかということをご紹介させていただいた。食は、

人間からは切っても切り離せない必須のものであ

り、その食の文化を日本国外に発信していくこと

は、世界における日本全体の存在感を高めること

にも貢献するものと思われる。

私たちは、微力ながら、料理教室を通じて「日

本の『食』の発信」の一部分でも担えるよう、シン

ガポールにおいて笑顔のあふれる食卓を増やし

ていくことに励んでいきたい。

そして、世界中に笑顔のあふれる食卓が広が

っていくことを願ってやまない。

特 集 :  食の発 信 拠 点としての料理教 室－外食 文化が浸 透し全く料理をしない人もいるといわれる市場で、料理教 室にできること－
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先ごろシンガポールの複数のマスコミで、まもなく解

散総選挙が行われると報道されました。

2012年の総選挙で40%の票を野党に取られて危機

感を持った政権政党PAPはその後、国民の信頼と票を

勝ち取るために3つの公約をしました。それは、国民の

通勤に大きな役割を果たすMRT鉄道など交通網の整

備、高騰した不動産価格の調整、そして増えすぎた外

国人労働者数の調整です。政府はこれらの公約につ

いて、これまでほぼ目標を達成しています。そして、今

年は建国の父リークアンユー氏が逝去され、追悼式で

は国民が10時間の行列を待って棺に黙祷を捧げるな

ど、政府への求心力が強まりました。このような条件が

整ったのを見計らって解散を実施することは大変理に

適っています。

解散の時期としては8月中旬の建国記念日前後、

年末、来年中旬などと予測されています。6月初旬に

人材開発相が「外国人労働者雇用規制を緩めること

はない」と発言しましたが、解散総選挙を睨んだ政治

的な配慮が伺えます。資源が無いシンガポールは、

自国民と優秀な外国人を活用して国家を発展させて

きました。人的資源こそがこの国を支える活力だから

です。いかに選挙対策とはいえ、建国以来の発展原

則を否定していつまでも外国人労働者の雇用規制を

続けることは労働需給を逼迫させ、産業界に損失を与

えることにつながります。近年台頭するタイとの外資誘

致競争などに不利になる公算も出てきます。このような

状況から、解散総選挙後は内向き志向から外向き志

向戦略へのシフトがあるでしょう。建国以来の発展原

則に回帰して、雇用規制が緩和されるものと思われま

す。

特　集

以下、MOM（シンガポール人材開発省）の統計によ

る現在の労働市場の状況を見ていきましょう。

【雇用総 数】

2015年3月現在の雇用総数は361万7800件でした。

なお、14年3月は351万8700件、同12月は362万3900

件となっていました。

また、2014年12月の時点における外国人雇用総

数は135万5700件で、メイドを除くと113万3200件でし

た。外国人メイドを除くすべての雇用（シンガポール国

民・PRを含む）のうち、ちょうど3分の2（66.7%）がローカ

ル（シンガポール国民とPR）で3分の1が外国人、という

割合です。

【2015年第1四半 期の雇 用数 増減】

今年第1四半期（1月～3月）に6100件の減少を記

録し、約5年間にわたる連続増加記録がストップしまし

た。その原因についてMOMは「季節的な要因による

減少と、比較的景気の良くない業界における雇用増が

さらに減速してきたことによる」としています。業種別の

内訳は、サービス業+4300件、建設業-3600件、製造

業-6900件などとなっています。

【2014 年の雇用数 増減】

2014年（通年）の雇用数は対前年比+3.7%（+13万

0100件）でした。13年の+13万6200件（対前年比+4.1%）

よりも伸びが鈍ってきた形ですが、これは外国人（PRを

除く）の雇用の伸びがさらに減速したためです。2年連

シ ン ガ ポ ー ル の 労 働 市 場 と 雇 用 の 状 況

Find	recruit 	P te	ltd

Managing	Direc tor

荒屋　貴 
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続で、外国人よりもローカル（シンガポール国民および

PR）の増加幅のほうが大きくなりました。業種別の増減

は、サービス業+11万9700件（外国人メイドを除くと+11

万1700件）、建設業+1万4300件、製造業-4400件とな

っています。

なお、ローカル（シンガポール国民およびPR）の雇

用数変動（対前年比）は2013年が+8万2900件（+4.0%）、14

年が+9万6000件（+4.4%）であったのに対し、外国人

（PRを除く）の場合は13年が+5万3300件（+4.2%）、14

年が+3万4000件（+2.6%）となっており、外国人の雇用

の伸びにブレーキがかかってきたことがわかります。

【失 業率と失 業者 数】

2014年12月の失業率（季節調整値）は1.9%で、15

年3月は1.8%でした。シンガポール国民とPRに限定す

ると、14年12月が2.7%で15年3月は2.5%となっていま

す。また、シンガポール国民のみの場合、14年12月が

2.7%、15年3月は2.6%でした。

また失業者数は、2014年12月の時点では51200人

（シンガポール国民とPR）、43700人（シンガポール国

民のみ）で、15年3月には54500人（シンガポール国民

とPR）、47800人（シンガポール国民のみ）となっていま

す。

【リストラと辞 職】

2014年第1四半期（1月～3月）には3110件だったリ

ストラが、15年第1四半期には3500件へと増加しまし

た。なお、14年第4四半期（10～12月）は3910件でし

た。

年間リストラ件数は、リーマンショックの2008年

（16880件）、09年（23430件）から一時は9900件（11

年）まで減少したものの、その後また増加に転じ、14年

は12930件となりました。

辞職率は2014年第1四半期以降1.7%～2.2%の間で

推移し、15年第1四半期は1.9%でした。

【求人 数と求人倍 率】

求人数は、2014年3月が60500件、15年3月は63700

件でした。求人倍率（季節調整値）は14年3月が1.34、15

年3月が1.37でした。

【賃金】　

フルタイム勤務のシンガポール国民の平均月間総

収入（中央値）は、CPF企業負担分を含む場合、2012

年が3248ドル、13年が3480ドル、14年は3566ドルで

した。また、CPF企業負担分を除くと、12年が2925ド

ル、13年は3052ドル、14年が3179ドルとなっていまし

た。

【勤 務時間と残 業時間】

2014年3月から15年3月までの四半期ごとの統計に

よると、平均週間勤務時間は45.6～46.1時間、平均週

間残業時間は3.4～3.8時間の間で推移しています。

【大学新卒 者の給与 額 】

教育省（MOE）によると、2014年の国立大学卒業生

（専攻別）の平均給与額（基本給）は以下のようになり

ました。（給与額の大きいものから順に） 

1.　シンガポール国立大学（NUS）

法学（優等）    5027ドル

内科学および外科学   4404ドル

建築学    4290ドル

歯学     4054ドル

経営学（優等）   3979ドル

コンピュータ科学   3729ドル

情報システム    3684ドル

コンピュータ工学（工学部）  3674ドル

産業システム工学   3591ドル

薬学（優等）    3467ドル
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数学および経済学   3155ドル

材料工学    3145ドル

英語学    3137ドル

土木工学    3122ドル

環境工学    3121ドル

生物科学    3083ドル

スポーツ科学および管理  3076ドル

言語学および多言語科学  3066ドル

物理学・応用物理学   3034ドル

数学     3022ドル

化学および生化学   3006ドル

社会学    3002ドル

生物工学    2998ドル

バイオメディカル科学（漢方医学） 2974ドル

会計学（3年特修）   2981ドル

中国語学    2927ドル

コミュニケーション学   2891ドル

芸術・デザイン・メディア  2761ドル

3.　シンガポール経営管理大学（SMU）

法学（優等）    5089ドル

法学     4932ドル

情報システム管理（優等）  4057ドル

経営学（優等）   4019ドル

会計学（優等）   3871ドル

経済学（優等）   3815ドル

経営学    3630ドル

経済学    3525ドル

情報システム管理   3431ドル

会計学    3375ドル

社会科学（優等）   3331ドル

社会科学    2981ドル

エンジニアリング科学   3375ドル

会計学（優等）   3350ドル

電気工学    3306ドル

化学工学    3277ドル

環境工学    3250ドル

経営学    3234ドル

一般理系（優等）   3224ドル

土木工学    3212ドル

社会科学    3192ドル

Eコマース    3183ドル

機械工学    3160ドル

一般文系（優等）   3141ドル

看護学（優等）   3123ドル

通信・メディア（IT）   3107ドル

プロジェクトおよび施設管理  3089ドル

材料科学・工学   3054ドル

看護学    2976ドル

バイオメディカル工学   2966ドル

不動産    2931ドル

会計学    2836ドル

応用科学（優等）   2760ドル

一般文系    2719ドル

工業デザイン    2600ドル

2.　南洋工科大学（NTU）

航空宇宙工学   3715ドル

会計・ビジネス   3539ドル

コンピュータ工学   3423ドル

ビジネス・コンピューティング  3398ドル

文系（教育）    3388ドル

理系（教育）    3358ドル

化学生分子工学   3296ドル

コンピュータ科学   3269ドル

電気電子工学   3241ドル

ビジネス（3年特修）   3231ドル

心理学    3197ドル

情報工学とメディア   3185ドル

経済学    3183ドル

海事学    3163ドル

機械工学    3161ドル

特 集 :  シンガポールの労働市場と雇 用の状 況
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【就 業 パス】

現在、EP（エンプロイメントパス）の取得が厳しい中

で、PR（永住権）やDP（ディペンダントパス= EP等保持

者の家族パス）を持つ日本人を、現地採用正社員や

パートタイムの庶務スタッフなどとして雇用したいという

日系企業が多くなっています。

昨今ではPRの取得も厳しくなっており、すでにPRを

持つ日本人求職者は在星歴10年以上の40～50代の

方が大半です。一方でDP保持者は、現地採用社員の

配偶者が多く、年齢層も20代前半から50代までと幅広

くなっています。子供がいてもフレキシブルに勤務可

能な求人案件には、英語の堪能なDP保持者が多く集

まる傾向があります。PRやDP保持者の雇用は、英語

力・勤務日・勤務時間・年齢などの企業ニーズと候補

者がいかにマッチするかにかかっています。

現在の就業パス（いわゆる労働ビザ）制度の概略は

以下のとおりです。

 1. エンプロイメントパス（EP）

EPは、管理職（managerial）、準管理職（executive）

および専門職（professional）を対象とするワークパスです。

従業員がEPを取得するためには、月額固定給（基

本給および支給額の変動しない手当）が3300シンガ

ポールドル以上であること及び「良い大学」を卒業して

いることが求められ、さらに、新卒や第二新卒ではない

場合は、年齢に応じた業務経験および（より高い）給与

額、能力などが求められます。なお「良い大学」とは、

世界および国内の大学ランキング等の順位、同校出

身者の過去の就業歴、入学基準などを基準に勘案す

ることとされています。ただしそれらの条件を満たさな

い場合でも、顕著な実績や技術を持つ人材について

は､MOM（人材開発省）の裁量によりEPが発給される

ケースもあります。

EP保持者の月額固定給が8000ドル以上の場合

は、その配偶者および21歳以下の未婚の子（養子を

含む）が被扶養者パス（Dependant’s Pass）を申請でき

るほか、その両親、内縁の配偶者、障害を持つ22歳以

上の子、21歳以下の義理の子（未婚）が長期滞在パス

（Long Term Visit Pass）を申請できます。月額固定給

が4000ドル以上8000ドル未満の場合もほぼ同様です

が、EP保持者の「両親」は長期滞在パスを申請するこ

とができません。月額固定給が4000ドルに満たない場

合は、家族を帯同するためのパスを申請することはで

きません。

なお、2014年8月以降、EP発給の申請をする場合

は、シンガポール政府の設置するオンライン・ジョブ

バンクに、あらかじめその仕事の求人広告を掲出して

おくことが義務付けられました。掲出期間は2週間以

上で、未掲出のポストについてはEPの申請ができま

せん。従業員25人以下の企業および月額固定給1万

2000ドル以上の求人については、求人広告の掲載が

免除されます。

同年から施行されたシンガポール政府の「Fair 

Consideration　Framework（公正な採用選考の枠組）」

では、新しく管理職（マネジャー等）、準管理職（エグ

ゼクティブ等）、専門職などの採用を行う場合、まずシ

ンガポール国民の雇用を考慮し、適した人材が見つ

からない場合に限って外国人（EP保持者）を雇用すべ

き、とされています。

また、同業他社と比べて管理職・準管理職・専門職

などに就くシンガポール国民の割合が著しく低い企

業、人事に関する差別的慣行（国籍等）について複数

の苦情が寄せられている企業などについては、国籍

情報の入った組織図・社員名簿、人事慣行改善プラ

ン等を政府に提出するよう求められる場合があります。

2. Sパス

Sパスは、月額固定給2200ドル以上の外国人を対

象とするワークパスです。短大卒レベル（Diploma）以

上の学歴、または就こうとする業務に関する1年以上の

技術教育（全日制）を修了してcertificateを得ているこ

とが求められ、さらに、年齢に応じた（より高い）給与額

や業務経験も求められます。

Sパス保持者の雇用については、全従業員数に占
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めるＳパス保持者の割合の上限（Quota）と、Ｓパス保

持者を雇用する企業が負担すべき人頭税（Levy）、企

業の負担によりSパス保持者を加入させるべき医療保

険などについての定めがあります。

企業が雇用できるSパス保持者の人数の上限は、

サービス業においては全従業員数の15％まで、その

他の業種では20％までとされています。なお、EP保持

者と、月額固定給が1000ドル未満（パートタイム勤務

の場合は500ドル未満）のシンガポール国民および永

住権保持者（PR）は「全従業員数」に含まれません。ま

た、パートタイム勤務者は0.5人として計算します。

なお、Sパス保持者1人につき企業が納めるべき人頭

税（Levy）は、全従業員数の10％以下の人数について

は300ドル、それを超える部分は400ドルとなっています。

また、月額固定給が4000ドル以上のSパス保持者に

ついては、配偶者および21歳以下の未婚の子を帯同

するための被扶養者パスを申請することができます。

3. ワークパーミット（WP）

WPは16歳以上50歳未満（マレーシア人は58歳未

満）の外国人を対象とする就業パスで、最低給与額は

決められていませんが、業種によって雇うことのできる

従業員の国籍が決まっています。

WP保持者を雇用する企業には、以下のことが義務

付けられます。

政府に申告した通りの月額固定給を支給すること。

毎月、WP保持者１人あたり250～750ドルの人頭税

（Levy）を納めること。健康診断を受けさせること。WP

に記載された業務以外の仕事をさせないこと。雇用関

連の問題が生じた場合、解決のための便宜を図るこ

と。労働災害補償保険に加入させること。安全オリエン

テーションコースに参加させること（建設業）。帰国費

用を負担すること。適切な住居を提供すること。

またマレーシア人以外の外国人を雇用する場合、

本人がシンガポールに到着する前に企業は5000ドル

の保証金を政府に納める必要があります。

サービス業の場合、WP保持者とSパス保持者を合

わせた人数が全従業員数の40％以下でなくてはなり

ません。 

製造業の場合、WP保持者とSパス保持者を合わせた

人数が全従業員数の60％以下でなくてはなりません。 

建設業では、シンガポール国民またはPR（フルタイ

ム勤務）を1人雇用することにより、WP保持者を7人ま

で雇用できます。 

プロセス工業においても、シンガポール国民または

PR（フルタイム勤務）を1人雇用することにより、WP保

持者を7人まで雇用できます。 

造船・船舶修理業では、シンガポール国民または

PR（フルタイム勤務）を1人雇用することにより、WP保

持者を5人まで雇用できます。

執筆者氏名

荒屋　貴　（あらや　たかし）

経			歴

ファインドリクルート代表取締役

1994年より、テンプスタッフ株式会社の全アジア拠点の立ち上

げを実施。

シンガポール法人社長兼アジア事業統括本部長を歴任。

2007年から、人材紹介業のノウハウを活かしシンガポールに

て独立。

2008年より、雇用問題専門家の立場から、シンガポールJCCI

賃金調査委員として各種雇用問題の相談に応じている。

現在はファインドリクルート社の代表取締役として、シンガポー

ルに特化した人材紹介業を行っている。

特 集 :  シンガポールの労働市場と雇 用の状 況
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シンガポールから見たアフリカ

Por tek	 International 	P te	ltd
cEo

大森　孝生

アジアと欧州を繋ぐ貿易航路に位置するシンガ

ポールは、港湾・物流と関連する産業を軸に都市

国家として発展してきた。2015年でやっと建国50

年を迎えるシンガポールであるが、近隣の東南ア

ジア諸国の物流・金融・商流の機能を担い、大手

企業の地域本社機能を集中することによって、成

長を続けてきた。これら商業活動を活性化するた

めにやるべき事が民営化された事業体等から吸

い上げられ、100名弱の国会議員やコミッティの

中で迅速に法制化準備がなされていく。国全体

の動きの速さと実利に基づく法制度の整備の迅

速さは、シンガポールならでは。

港の効率化に必要な周辺インフラの整備、通

関業務を簡素化する諸制度、港湾で働く人たち

の 労 働 許 可 要 件 、 港 の ユ ー ザ ー で あ る 船 の 運

航、登録・船籍管理、燃料などのサプライなど、こ

れらの周辺産業がシンガポールの港湾運営とそこ

に寄港する船会社の効率的な船舶オペレーショ

ンを支えている。そのシンガポールの港湾開発の

機能は、1990年代に港湾政策を担うMPAと港湾

運営およびその海外への進出を推し進めるPSA

に分離され、PSAは海外拠点での港湾運営を積

極的に進めている。国が発行する通貨にコンテナ

ターミナルの岸壁で荷揚げを行うガントリークレー

ンとコンテナ船が刻印されているのはシンガポー

ルぐらいではないだろうか。

ルワンダ等アフリカの途上国に対しては同国の

政府から政府機関に研修員を受けいれ、行政シ

ステムの紹介を行っている。その結果、受け入れ

た人材にシンガポールの制度・企業に対するファ

ンになってもらい、都市設計や将来の事業投資お

よびインフラ輸出で機能を発揮。例えば、都市計

画・設計機能を担ってきたSurban aは、ルワンダ

首都圏（キガリ市）の高低差のある土地の有効利

用を目的とし、区画整理・産業集積（工場立地や

商業地の集約）などの都市設計業務を受託。

行政システムについてはITを活用しながら効率

化を続けているがCr imson　Log i s t i cという企業

体を通じ、アフリカのガーナ、マダガスカル、モー

リシャス、モザンビーク等に電子化サービスを展開。

シ ン ガ ポ ー ル の 発 展 の 力 に な っ た 諸 制 度 や

行 政 シ ス テ ム を 海 外 に 提 供 す る と 共 に 、 各 イ ン

フラの運営事業体を通じて国民の資産をいかに

Value Upするかを徹底している。

1.  シンガポールが国策として進める

　インフラ輸出

貿易・貿易・商社商社

【シンガポールで流 通している50セント硬 貨】

出典：ht tp: //w w w. mas .gov. s g /cur renc y/c i rcu lat ion%20 cur renc y/co ins . aspx #p age content

_ 0 _ cur renc y_ rep eater_ c arous e l _1_ 0 _ 0 _ det a i ls _ rep eater_ 0 _ dia l o g _4
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2015年6月末まで、シンガポールの港湾運営、

港湾機器の改修・移設などのエンジニアリング事

業を行うPortek Internat ionalに出向、同社は世

界中の国々でコンテナターミナルの荷役機器の

修理・移設を行うと共に、アフリカ大陸・地中海・イ

ンドネシア・バルト海での港湾運営を行っている。

Por tekは、シンガポール大学にて機械工学を

学 ん だ ひ と り の マ レ ー シ ア 出 身 の 技 術 者 に よ っ

て、1988年に設立された。当初は、シンガポール

港で使う港湾クレーンの部品交換や老朽化したク

レーンの海外への移設などを行っていた。その業

務の中で、コンテナターミナルの主要な投資項目

であるクレーンの稼働率を上げるにはどうすべき

か、クレーンの配置をどのようにすれば港全体の

作業効率が上がるのかといった、ノウハウが蓄積

されてきた。1990年代末、インドネシアの港での

クレーンのオペレーションと補修の仕事を受託し、

一部港湾の運営を開始。2004年には、一気にア

ジアから飛び出し、アフリカ／アルジェルアにある

港の運営を受託。

現在では、インドネシア・ルワンダ・ガボン・アル

ジェリア・マルタ・ラトビアにて、コンテナや多目的

な貨物を扱う港湾や内陸コンテナターミナルを運

営している。クレーンを扱うエンジニアリング部隊

は、ディーゼル駆動を電動モーターに取り換える

ことによって環境に配慮しながらクレーンの自動

化を受託したり、船の衝突や台風で傾いたりした

場 合 の ク レ ー ン の 修 理 を 目 的 に 、 世 界 中 の 港 を

回っている。

【エンジニアリング事業概況】

2 0 0 4 年 に Po r t e k と し て 最 初 の 長 期 港 湾 運 営

事業契約を締結したのは、アルジェリアのベジャ

イア港。有史以来地中海の貿易拠点として栄え、

フィボナッチ数列を紹介する算術の書が完成した

場所である。後背地の精糖工場からのアフリカ・

中東地域向けの砂糖の輸出も急増しているこの

地域には、アルジェリアで最も歴史がある大学が

あり、そのまわりのカフェには学生が溢れ、活気に

満ちている。

2004年当時のアルジェリアでは岸壁に大型ク

レーンを敷設していない港が多く、船についてい

る小型のクレーンを使っての作業であった為、非

常に効率が悪かった。機械工学出身の創業者及

び若い技術陣、Por t e kに勤務していたアルジェ

リア系米国人、フランス語を話す銀行出身シンガ

ポール人がタッグを組み、現地港湾局が保有する

在来岸壁にコンテナクレーンを置くレールをすば

やく敷設。世界各地の港で港湾機械の修理を行っ

ていた実績から、アルジェリアの港に出来るだけ

早く安く移設できるクレーンを探し出し、岸壁の改

修工事開始から約9ヶ月でコンテナターミナルの

運営を開始した。

2 .  Por te k International

業界ぷらす１
「貿易・商社」： シンガポールから見たアフリカ
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【現在のアルジェリア・ベジャイア港の状況】

巨大な荷役機械を、一人だけで操作する熟練

オペレーター。積みこまれるコンテナが様々な色

で表示されたモニターを、次から次へと処理して

ゆく職員。荷役機械の稼働時間を管理して将来

に必要な部品の計画を立てる技術者。開業当時

の2007年は、たった数千のコンテナ取り扱い本数

しかなかったのが、2012年の秋には累計で百万

本を突破、昨今は年間24万本の取り扱いを予想

している。

10名ほどの幹部職員や従業員代表と話をする

と、会社間での横の繋がりを活性化したいなどの

意見と共に、人事担当の女性から「コンテナ本数

の伸びと共に従業員数も増加し、地元の雇用が

増え、同地の人気企業の一つになっていることを

誇りに思う。」とのコメントがあった。従業員の顔に

は、毎年取り扱い数量が増え続けている港湾を、

しっかり運営しているという自信が溢れていた。

荷役機械を持ち込んで港の稼働効率をあげる

と、コンテナの港内における滞留時間が減る。そ

の結果、貨物のコンテナ化が促進される結果とな

り、船会社の寄港本船も大型化が進み、コンテナ

当たりの物流費が安くなる。港湾や空港のような

物流インフラは、地域経済の発展を支える鍵であ

る。

その他のアフリカ拠点として、ルワンダでは内

陸の物流拠点であり1960年代に設立された農産

品備蓄倉庫が前身の物流会社を2010年に買収、

ガボンでは首都圏唯一の港湾及び油田開発で発

展した都市の玄関２箇所で、港の設備管理・増強

等の業務を、現地の港湾局から受託している。

Portekが操業若しくは運営・管理を行う事業体

は、アフリカ３拠点（アルジェリア・ガボン・ルワン

ダ）、ヨーロッパ２拠点（ラトビア・マルタ）。アジア

では、シンガポール本社ほか、マレーシア・香港・

インドネシア・フィリピンに拠点が存在する。

ヨ ー ロ ッ パ の ラ ト ビ ア で は 昨 年 ま で L a t z と い

う 現 地 通 貨 で あ っ た が 今 年 か ら ユ ー ロ に 統 一 。

そ の 他 C e n t r a l 　 A f r i c a n 　 F r a n c 、 A l g e r i a n 

D i n a r 、 R w a n d a n 　 F r a n c 等 の ア フ リ カ 通 貨 や

Indones i an　Rup i a等のアジア通貨あり。グルー

プ 全 体 の 連 結 決 算 は シ ン ガ ポ ー ル ド ル で あ り 、

損益・資産管理や資金調達全てに為替が絡んで

くる。アフリカ各国の通貨は粗ユーロに連動する

が、過去一年シンガポールドルはユーロに対して

15%高くなり、その前年１年間はシンガポールドル

が10%安。グループ会社によって、ユーロ連動通

貨（e.x. Centra l  Afr ican Franc）等異なる通貨

で決算が行われる。そのため、それぞれの為替が

どのように収益構造に影響するか、常に気を配る

必要がある。また、その影響をできるだけ少なくす

るために、入る外貨と出て行く外貨のバランス調

整の必要も生じてくる。更に連結会計作業では、

各国の決算・税務申告で必要となる各国会計基

準で作られた決算報告を、シンガポール・国際会

計基準に組み替えるという作業も必要となる。

又、クレーンの修理の依頼が世界中からあり、

出張精算通貨だけでも30種類を超える。シンガポー

ルでは、税制メリットなどの供与等により地域統括

会社の誘致を行っているが、地域統括として多通

貨投資先の連結決算や業績把握を行える財経人

材は十分ではない。また、シンガポールは行政シ

ステムが非常にシンプルである一方で、投資先の

各 国 で は 納 税 ・ 許 認 可 ・ 労 働 許 可 の 申 請 等 な ど

3.  多拠 点の会社管 理
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多層の行政に跨る場合が多い。効率化された行

政システムに慣れたシンガポール人にとって、複

雑な行政システムの中で運営される港湾関連行

政や通関手続きには当初抵抗があったようだ。

グループ社員数は約2200名、そのうち約1/3

がインドネシア人、約1/3がフランス語圏の人材。

シンガポールの本社では、シンガポール・日本・

中国・ミャンマー・マレーシア・オーストラリア・アル

ジェリアと、社員の国籍は多岐にわたる。例えば

アルジェリア事業体の共通言語はフランス語であ

るが、行政システムや裁判・訴訟制度は基本的に

アラブ語で記録され、シンガポールの本社には海

外の子会社から異動してきたフランス語・アラブ語

を読み書き話す人材が現地企業の財経管理機能

の一部を担いつつ、本社管理部門がグループ全

体の規程・コンプライアンス・安全基準整備・人事

制度設計を行っている。

人材開発、特に優秀な人材の登用・育成に関

する制度設計は、各国ごとに異なる教育制度、生

活水準、文化・生活環境等を理解し、中期的な観

点から運用基準を整備・統一していく必要あり、

非常に難しい課題である。

シンガポールからアフリカの港湾を見るには、

時差・為替・言葉の問題など物理的な距離以外の

障害もあり、例えば中東のドバイに統括拠点を置

くという案もある。しかしながら、世界でも1-2を争

うコンテナ取扱数量を持ち、積極的に技術導入を

進めるシンガポールに於いては、世界中から船舶

保有・運航・港湾運営・機器導入などの人材・技

術が集積してくることもあり、シンガポールから港

湾事業を統括するメリットはそこにある。

P o r t e k 本 社 の 社 員 食 堂 の 壁 に は 、 コ ン テ ナ

タ ー ミ ナ ル と 、 ア フ リ カ の 人 た ち が 食 事 を し 、 物

を 作 り 、 働 く 様 子 が 、 描 か れ て い る 。 港 の 効 率

が 上 が り 、 人 々 の 生 活 を 支 え る 物 資 の 輸 入 コ ス

ト が 下 が り 、 現 地 生 産 品 の 競 争 力 が 上 が る 。 港

で 働 く 人 た ち だ け で は な く 、 近 隣 で 働 く 人 た ち

の 生 活 を 支 え る と い う 社 会 的 な 意 義 の 大 き い 事

業である。Po r t e kの価値観（Va l u e s ）として、In

t e g r i t y、Fo r e s i g h t、Ex c e l l e n c e、Commun i t

y　&　‘Can-do’　Spi r i tの五つを謳っているが、

その中でもCommun i t y　 (Bu i l d　a　symb i o t i c 

re lat ionship with the communit ies in which 

we operate by shar ing our successes with 

them) は重要な価値観の一つである。

技術革新や人材をさらに磨き、技術や才能をこ

れから発展していく国に活用していく目的で機能

と人材の充実を進めるシンガポール。

複雑な行政システムや法制度の中で運営され

るアフリカや海外の事業体の管理を行うPortekに

お い て 、 徹 底 的 な 効 率 化 を 求 め る シ ン ガ ポ ー ル

人と、きめ細かく綿密な調査をベースに、着実な

案件評価を行う日本企業の人材は（物事を決め

る事が遅いと揶揄される事が多いも）、シンガポー

ル企業が海外に進出し事業を行うに於いては実

に良い補完関係にあると実感している。

港 湾 機 能 を 最 大 限 活 用 す る 事 で 商 流 ・ 物 流 ・

決済のハブとして成長してきたシンガポールは今

年建国50年を迎える。Por t e kが運営する港、そ

の港のある地域・街・国が、シンガポールのように

ますます発展する事を願っている。

4.  結 び

執筆者氏名

大森　孝生　（おおもり　たかお）

経			歴

1962年生まれ。

1985年三井物産株式会社入社。

1990年代にシンガポール船会社Neptune	Or ient 	L inesと共同

で越コンテナターミナル事業会社の設立に携わる。

2011年11月からPortek	 Internat iona l 	Pte	Ltd	のCEOを勤

める。

（現在は三井物産プロジェクト本部勤務）

業界ぷらす１
「貿易・商社」： シンガポールから見たアフリカ
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7月 JCCIイベント写真

JCCI ７月イベント写真

6月24日

2015年 JCCI
賃金調査 結果報告会

7月1日　

4部会主催講 演会
（第３工業、金融・保険、貿易、運輸・通信）

“Cyber Security” - from Helpdesk concerns
 to Board Room concerns -
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7月10日

会員 勉強会
「Understand the True Hear t  of
 Japanese Manager」

7月11日

貿易、運 輸・通信部会
懇親ゴルフ
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7月14日

理事会

7月14日
　
会員講 演会
「駐 在 員の 為 のライフプランニング
と考えておきたい相 続 対 策」

7月22日　

建設部会
「イーシュン病院 新築工事」
現場見学会

理事会の様 子

シンガポール味の素　石井　計多様　ご挨拶住 友エレクトリック　オートモーティブプロダクツ　白川　敏 美 様　ご挨 拶
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7月23日

会員 勉強会
半日で 分かる！シンガポールにおける
採用の手続き＆従 業員税務の基 礎
「まるわかり」講座

7月25日

金融・保険部会
懇親ゴルフ
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「第12回 シンガポール日本人学校OB&OG懇親会」を開催　　

6月2 0日（土 ）の 午 後、「シンガポール・シーフード・リパブリック銀 座 」にて、「第 11回シンガポール日本人学

校OB & O G 懇 親会」を開催しましたところ、91名もの方にご 参加いただきました。ＪＣＴコーラスの皆さんによ

る‘Singapura Sunny Is land’ほか、美しい混成合唱の歌声でオープニングを飾っていただきました。 

ご参加の皆さんは、先生や旧友との再会を喜び、シンガポールの思い出話に花を咲かせていました。シンガポールの

日本人学校に在籍されていた方が、社会人になられてシンガポールに駐在され、またシンガポールに頻繁に旅行さ

れるなど、繋がりを保っておられる方々も多いとのお話でした。元在校生による軽妙な司会進行によって、クイズ大

会やラッキードローで大いに盛り上がりました。

ご来賓として、シンガポール大使館からMr. LOW Hon Mun（ロー・ホンムン）公使をお迎えし、在日シンガポール

人留学生協会から3名、またJCCI（日本商工会議所）派遣留学生は現役と日本在住のOB&OG4名をご招待、うち

Mr. LIM Kian Fong（リム・キアンホンさん）にご参加いただき参加者と気軽に交流をいただきました。

次回は、来年・2016年6月25日（土）に、「シンガポール・シーフード・リパブリック銀座」での開催予定です。本誌を

手にとられた方はお気軽にご参加ください。

≪日本シンガポール協会のイベントをご紹介します≫
　

日本シンガポール協会便り28
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 ≪ 6月−7月　活動報告 ≫

2015年JCCI賃金調査結果報告会

　

　去る6月24日、「2015年NWCガイドライン説明会」並びに「2015年賃金調査結果報告会」を開催いたしました。報告会に
おいて、唐澤委員長から「2015年/2016年NWCガイドライン」について、レジェンダの鈴木委員には「2015年度政府予算案と
2014年発表内容振り返り」について、ファインドリクルートの荒屋委員には「シンガポールの労働市場と雇用状況」について、
とそれぞれが講演を行った後、長尾事務局長は2015年の賃金調査結果を発表いたしました。200名を越える来場者があっ
たことからも、本説明会並びに報告会への企業の関心は非常に高いものであることが伺えます。

4部会主催講演会 「“Cyber Secu r i ty”- f rom Helpdesk concerns to Boa rd Room concerns -」

　
　7月1日（水）に、4部会主催講演会を開催いたしました。今回は、INTERPOL Global Complex for Innovation様より、総
局長 中谷 昇 氏をお招きし、ご講話を頂きました。警察庁や国際刑事警察機構（ICPO）におけるサイバー犯罪対策に係る幅
広いご経験に基づき、インターポールのデータベース上で管理されている事項（パスポート盗難・紛失情報、指紋情報、DNA
情報等）や、昨今オンライン上で売買されるブラックマーケット情報（武器・薬・銀行口座番号等）、サイバー犯罪が世界的に
より巧妙になっている実態等についてのご解説を頂きました。ご参加者からは大変多くのご質問を頂き、講師の中谷様から
も明快なご回答を頂くなど、活発な質疑・応答となりました。

会員勉強会 「Understand the TrueHea r t o f  Japanese Managers」

　7月10日、弊所では初めての試みとなりますローカル社員を対象といたしました会員勉強会を開催いたしました。グループディ
スカッションやビデオ視聴、日本人の道徳観や働き方の考え方など基礎的な事を講義頂き、また普段マネージャーや社内の
人に聞けない質問を講師に聞く受講者の姿も見受けられました。会員勉強会後に行いましたアンケート結果からも、満足度
の高い会員勉強会となりました。

≪ 2015年8月　行事予定 ≫     

開 催 日 開催区分 イベント名 時間・場所

8月3日（月） 委員会 8月広報委員会
12：30-14：00

Bugis Village Hotel

8月29日（土） 部会 第三工業部会懇親ゴルフ
8:00-15:00

Laguna National Golf and 

Country Club

8月31日（月） 部会 第一工業部会＆貿易部会合同　史蹟見学会
13:00-17:30

Memories at Old Ford 

Factory etc.
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＜編集後記＞

シンガポールは本年8月9日、その建国から50年の節目を迎えました。この場をお借りし
てシンガポール国民の皆様に心よりお祝い申し上げます。

日本とシンガポールの関係は、第二次大戦での旧日本軍による占領という暗い過去に遡
りますが、世界有数の富裕国となったシンガポールの発展に日本企業が大きな役割を果たし
たことは意外と知られていません。今から50年前、マレーシアから半ば捨てられるようにし
て独立した小国は、建国の父とされる故リー・クアンユー当時首相のリーダーシップの下、高
度経済成長を果たした日本との友好関係構築に舵を切りました。熱心な誘致活動を受けて
進出した石油化学工業や造船業をはじめとした日本企業と、当時そこに従事した多くのシン
ガポール人が今日の発展の礎を築いたと言えます。

今月号では、そのようなシンガポールの「競争力」についての分析をはじめとして、執筆者
の皆様から非常に興味深いご寄稿頂いておりますので、是非、ご一読頂ければと存じます。

さて、表紙写真は、去る7月24日から3日間、マリーナベイサンズで開催されたシンガポー
ルの旅行博におけるJAPANパビリオンの様子です。今年も日本から多くの自治体、観光施
設等の皆さんが出展され、連日、大変なにぎわいとなりました。昨年１年間の訪日シンガポー
ル人は延べ約23万人に上りましたが、今年は1月から6月までの上半期で前年同期比35%増
と更に訪日人気が加速しています。一方、治安の良いシンガポールも日本からの修学旅行を
含めた旅行先として安定的な人気を誇っています。

人と人との交流は、良好な二国間関係の構築に不可欠なものです。来年は、日本とシン
ガポールの国交樹立５０周年という両国にとって特別な年を迎えます。これを契機として、今
後ますます日本とシンガポールの緊密な関係が構築されることを祈らずにはいられません。

                                                       （８月号編集委員：真鍋英樹、松井達也）

＜8月号担当　広報委員紹介＞

○名前： 松井 達也
○出身： 神奈川県
○在星歴： 2015年1月より（その前は インド・ロシア・UK）
○会社名： KDDI Singapore P te Ltd
○仕事内容 : 事業企画／営業企画
○趣味： 旅行・スキューバダイビング・マラソン
○シンガポールのお気に入り：外で飲むビール、Marina Bay周辺の
ランニング、Jurong Bird Parkでインコに突っつかれること
○月報読者の皆様へ： 先日インフルエンザにかかってしまいました。
皆様もお気をつけください。

○名前　真鍋英樹
○出身　大阪府
○在星歴　2年1か月
○会社名　日本政府観光局（JNTO）シンガポール事務所
○仕事内容　シンガポール、マレーシア、インドからの訪日旅行の促進
（訪日プロモーション事業の実施等）
○趣味　仕事と家族
○シンガポールのお気に入り
いつでもどこでも日本好きなシンガポーリアンと日本談義ができるこ
と。年中空調が効いた屋内で快適に過ごすことができること
○月報読者の皆様へ
いつも月報をご覧頂きましてありがとうございます。また執筆者の皆
様には貴重なお時間を使い原稿を作成下さいまして心よりお礼申し上
げます。皆様にとって月報が 有意義なものとなりますよう今後とも努
めて参りますのでよろしくお願いいたします。

(左：松井様　右：真鍋様)






